
翻　　　訳

　ヴィクセル

　　　「公正な課税の一新原則について」（2）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　池田浩太郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉ノ原保夫

凡例

公正な課税の一新原則について

　序言（『財政理論研究』1896年，序言より）

　　に序論。従来の見解にもとづく課税の主要諸原則（以上前号）

　　ｎ．国家経済の経済理論。（サックスおよびマッツオーラの労作の論評）。

　　　付録　累進税の理論のために　　　　　　　　（以上本号）

　　ｍ．政治生活の今日的発展とくらべての財政学の従来の方法の不充分性

　　IV.租税協賛の（相対的）満場一致と自由意志性の原則

　　Ｖ．上に展開した原則の諸帰結。手数料もしくは租税による費用充足

　　VI.諸帰結の一層の展開。租税もしくは公債による欲求充足

　　Ⅶ。租税のいわゆる社会政策的観点について

　　Ⅷ。結語
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S. 87 Ｌ国家経済の経済理論

　　(ザックスおよびマッツオーラの労作の論評)

　冗漫な文体によって，若干不明瞭なものとなってはいるが，ザックスの

基本的思考そのものは，かなり明快かつ単純である。ザックスによれば，

あらゆる人間は，その人の私的生活諸目的および諸欲求Bedurfnisseと並

んで，他の人々との協同で充足する，集合的kollektiv生活諸目的と諸欲求

とをもっている。ここから，私経済的諸活動と並んで，国家経済がその最

高の種類である，集合経済的諸活動もまた成立するのである。

　さて，すべてのかかる多様な欲求は，たとえその他の諸点では，根本的

に異なっているにせよ，個人にとっての欲求の強度Starkegradや重要性

に関しては，つねに相互に比較されうるものである。それも，単に私的欲

求や集合的欲求それぞれのグループ自体の内部においてのみではなく，集

合的欲求と私的欲求との間も比較することができる。そこで，国民経済的

課題は，財政的側面では，いまやこれらの欲求の価値評価をおこない，そ

れらがつねに，ただ欲求の緊急性の序列にしたがってのみ充足されるよう

に，配慮することにある。－ザックスによれば，この課題というもの

は，現実の国家生活においても，私経済的生活の場合と同様に，いねばお

のずから果されるものである。

　残念ながら，ザックスのこのテーマについての論述では，欲求充足や価

値，等々の概念の厳格な限定が，あまりにも欠けているのに，人々は気づ

くことになる。たとえば，ベームーバベルクEugen von Bbhm-Bawerk,

1851-1914のような人の労作は，これらを非常に有効に限定している。

ザックスは一貫して，別の欲求のこれこれの強度をもつ〔と価値評価され

る〕ある欲求（欲求種類）について論じている。彼はこの場合，量的諸関係

はつねに全く，ある特定の諸量の存在を前提とする，ということを強調し

たり，また，気づくことすらなかった，と思われる。人はたとえば，曖昧
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さなしに,特定の人にとって特定の時点では，１ポンドの牛肉への欲求が，

１びんのヮインヘの欲求の２倍，あるいは10倍の高さであると主張しう

る。なぜならば，この場合には，この人は限界的ケースauBerster Fall に

おいては，１本のワインの２倍あるいは10倍〔の価格〕を，１ポンドの牛

肉に支払おうとするであろう，ということだけを，これは意味しているか

らである。ところが，牛肉への欲求が，一般にヮインヘの欲求の２倍，あ

るいは10倍も強いであろう，といった主張には，具体的な意味が殆どない

のである。

　概念規定のかかる厳格さの欠如は，ザックスを，しばしば早まった，な

いしは誤ってさえいる帰結へと誤り導いた。かくてたとえば，ザックス

は，（すなわち,個人欲求および集合的欲求という）「両欲求グループの」正しい

「調整と，個々の欲求の強度にもとづく配列とは，必然的に次の結果を生

ぜしめるにちがいない」と主張する1）。すなわち，「具体的経済活動の個人

価値が由来する，その欲求の強度よりも，ョリ低い強度の集合的欲求のた

めの財貨調達には，誰もが参加しないであろ引，と。彼は続ける。「も

し，たとえば〔公共建築物などの〕単なる外部的装飾といった，第10位の

強度の集合的欲求が問題であるとしよう。この場合には，経済的には，た

だ次のような人のみが，その財貨の調達に参加できるであろう。すなわ

ち，その人とは，そもそも，このランクの欲求のために使いうる財貨を

もっている人，したがって，優先する強度の個人欲求によって払また，

まさに同じようなョリ高い強度の集合的欲求への参加によって払財貨が

使いつくされてはいない人，がこれである」。

　ザックスのこの論述は正しいとはいい難い。全く一般的には，給養や住

居，等々への欲求が，「自由な」かなり高級な欲求よりも，ョリ高い強度だ

とは，明らかにいえるであろう。しかしここからは，給養や住居などの欲

求自体の充足にあたっての，それぞれの非常にささやかな，どんな制限と
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S. 89 いえども，苦しい暮し向きの生活者にとっては，かなり高級な享受のそれ

ぞれの任意の量と釣り合うにちがいない，ということにはならないのだ。

-またこれは，事実と合致するものでもない。比較的貧困な国民階級

が，かかる高級な享受をふつう完全に放棄する場合には，これは単純に，

この享受がかれらにとっては，あまりにも高価にすぎるからそうなるので

ある。本１冊，新聞１部，１回の観劇やレジャー旅行，等々といった享受

の最少量の調達さえも，可処分で，しかも基本的欲求充足のためと予定さ

れている，かれらの資金の内から，あまりにも多くの資金を，奪ってしま

うであろうからである。

　かくして，ある公企業が,かの「第10位の強度」といった，少なくとも

一般的効用ないし利益はもっている企業であるとしよう。-もしそうで

ないならば，この企業は，明らかに語のョリ厳格な意味での，集合的欲求

には属さないのであるｰ。そして，もし，比較的低所得の人々が，費用

充当のための醵出に応じなければ，その一般的利益の享受を放棄せざるを

えない，としよう。この場合には,かれらもまた，自らの自由意志的な方途

で，その費用充当のために，少なくとも若干は醵出してもよいと思うであ

ろう，といってよい。それゆえ，たしかに価値評価原則Wertungsprinzip

のみにもとづいて，比較的下層（ではあるが，全くの貧困とはいえない）階級

の，相対的租税軽減のみは基礎づけられうる。一軽減の程度については，

この場合，未だ論じてはいないｰ。しかし，あれこれの目的のために，

かれらが諸租税を完全に免除されることは，基礎づけられないのである。

　もう一つ別の，同じく根拠薄弱なザックスの帰結について，以下では論

評しなければなるまい。私見によれば，ザックスの主要な誤りは，多様な

欲求の，経済的に必要とされるかかる価値評価のために，現実の国家生活

においても，必要な機関や必須な制度機構が存在しているか否かについ

て，彼が決して明確には釈明しなかったことにある。これについて，ザッ

クスの述べたことのすべては，私の見る所，結局，根拠薄弱な，部分的に
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は自己矛盾している主張に解消されるであろう。

　ザックスが，租税についての巾広い構想をもった研究の結果を集約しは

じめた，〔前掲書,1506ページには，次のように書かれている。すなわち，

「諸租税は財の価値によって決められる」，と。　しかし，誰によってそのよ

うに決められるのか。また，課税にあたって，諸租税がつねにただ「価値

のョリ小さなものが，価値のョリ大きなものにたいして，犠牲となる」

〔ザックス，前掲書, 195ページに類似の意味の表現がみられる〕保証がど

こにあるのか。これらは非常に曖昧なままである。ザックスは〔前掲書,〕

507ページでは，次のようにいう。「さまざまな経済主体は，･‥‥‥（ある一定

限界の上部の）多様な欲求に，それゆえ，集合的欲求にも，かれらの周期的

に更新される財貨保有高から，さまざまな，その財貨保有高と比例してい

る，財貨単位の数量をふり向けようとするのを，われわれは発見するであ

ろう。もし，かれらが完全にあらゆる強制から解放されていて，事態への

正しい認識をもとに措置をとるならば，すなわち，集合的欲求を，かれら

の個人欲求と同じに取り扱うならば，かれらはこのように行動するであろ

う。集合権力の強制によっても，ただ同じことがおこりさえすればよいの

　　　●　●　　　●　●　●　●　●　●　●　●　●だ。いな，かかる強制の遂行は，集合権力が同じことをおこなうがゆえ

　　　　　　　　　　　　　　　　●　●　　●　●　●　●　●　●　●　●　●に，また，おこなう限りにおいてのみ，経済的に可能である1）。かくして，

たしかに集合権力は個々の場合に，ただ正しい認識の欠如を補い，また個

人的エゴイズムの活動を防ぐのみである。個人的エゴイズムは，自己の価

値評価に対応した適正な財貨量からの断絶というものを，おこなわせるよ

う，そそのかすものである」。

　しかしながら，上の文章は若干曖昧にすぎるひびきがある。経済主体た

ちが全知であり，加えて利己的な感情が全くないとしよう。この場合に，

かれらはなにを，おこなうことになるであろうか，について頭を脳ますこ

とは，本当に詮無いことであろう。しかし同じように，人は集合権力がか
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かる個人の完全性に欠ける所を「補完し」うるであろう，という錯覚にお

ち入るべきでもないであろう。

　それだけに，集合権力の側でのあらゆる強制の行使は，それが「事態の

正しい認識」に応じておこる場合に限って，「経済的に可能」であるとする

ザックスの保証については，人は一層喜びたくなるであろう。-ただ，

この主張が，なんらかの方法で確かめられうるならば，のことではある。

だが，いま述べたテーゼの裏づけのためにザックスがあげた唯一のもの

は，私の推知しうる限りでは，（〔前掲書,〕517ページでの）次のような発言で

あろう。すなわち，もしそうでない場合には，「個人主義は集合主義的活動

にたいし，反抗するにちがいないし，また反抗するであろう」という発言

である。

　　「バラバラな個人は，もちろん，有効に働くことはできないであろう。

しかし，もし多くの人々が，かなり低い所得額の層をなして集まり，皆で

次のような印象をもつならぼ，そのときには，必ずや，かかる反抗がおこ

るであろう。すなわち，その印象とは，かれらの個人的生活上必須のもの

が，かれらから取りあげられ，他方，緊急度のョリ低い集合的目的のため

に，比較的富裕な人たちだけから調達されたのではない財貨が，使用され

ている……，という印象である」。

　さて，かかる「反抗」は，歴史上全く知られていないものではない。そ

して，その反抗の原因に正しい光を当てて，これを将来不要のものとする

ことは，確かに財政学の主要任務の一つであろう。抑圧された利害関係者

の側での，優勢な，多少とも暴力的，ないしは血を流しさえする，反抗とい

うものが勢力をもつ，といった極端な状態の内側には，なお，ある広い，

非常に広い余地がある。ここでは，個々の国民階級への最悪の過重負担も

また，実際におおいに「可能」であることが，確かめられたのである。

　だが，祖税立法権力の側で，欲求への非常に良心的な価値評価が試みら

れる場合においてさえ，その目的達成のために，租税立法権力はいかなる
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手段をもっているのであろうか？

　ザックスによれば，かかる「最高に意味深い補正運動Regulatorspiel」

〔ザックス，前掲書, 518ページ〕は，次のようにして生ずるであろう。

　「個人的価値状態にしたがった具体的租税分配から,」-この分配は，

後に見るであろうように，ザックスの意見では，さしあたり先験的にa

priori,実際に充足すべき集合的欲求を顧慮せずに，生ずるものである。

-「それゆえ，相対的租税額から，所与の時点で念頭に浮ぶ，すべての

集合的欲求を充足すべき，財のある一定総量というものが生ずる。この集

合的欲求の充足は，総体判断によって把握された強度の等級にしたがっ

て，心にとめられる。そして優先された欲求充足によって資金が吸収され

てしまう点まで，〔順次〕遂行されるのである。･……集合的欲求の，その強

度を顧慮した識別と，充足可能性から排除すべき集合的欲求の除外とは，

このような形で経験的にa posterioriおこなわれるのである。他方では，考

えられた総額から出発して，租税分配上での，個人の生活の仕方におよぼ

す影響が考察に引き入れられる。そして個人の生活の仕方が，一総体判

断にしたがえばｰあまりにも広汎な制限というものに苦しまないか否

か，がしらべられる。もし，苦しんでいる場合には，個人に課せられる租

税の絶対額は，必要な程度に制限されざるをえないであろう。……もし，

苦しんでいることが確認されないならば，決して休止することのない生活

は，ただちに次の問題を提起するであろう。すなわち，従来充足されえた

集合的欲求に加えて，なおその他のョリ低い強度の集合的欲求をも，充足

の列に加えられうるであろうか否か，の問題を提起するのである」〔ザッ

クス，前掲書, 518-519ページ〕，等々。

　さて，これは，ちょっと見ると，非常に尤もらしく思われるかも知れな

い。　しかしながら，精細に考察すると，この推論の構成部分については，

どれも同じように多少とも，もろいものであることが示されよう。さしあ

たり，先験的におこなわるべき租税分配を無視しよう。すると，獲得され
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た租税額は，その欲求強度の序列にしたがって，多様な集合的欲求に分配

されることになる。もし，この序列が，社会のさまざまな構成員ないし階

級にとって，さまざまなものであるとするならば，しかしどうするのであ

ろうか？　この多様さは，単にありうるだけではなく，むしろ日常の現象

となっているものである。かくしてこの場合には，「総体判断」がこれを決

定する。すなわち，絶対主義的政府というものにれはおそらく，決して支配

的意見を代表してはいない）か，あるいはまた，多数票がこれを決定するの

である。　しかしこれは，実際に唯一の経済的に可能な，しかも正しい手続

きなのであろうか？

　さらに次のことも,いうべきであろう。限界的に充足される集合的欲求

の強度と，残された私的資金から充足さるべき個人欲求の強度との相互間

について，試みられる比較にあたっては，おそらく次のことが示されるで

あろう。すなわち，納税者の一部は，少なくともかれら自身の判断にもと

づくと，個人欲求の充足について「あまりにも広汎な制限に苦しむ」。他

方，その他の納税者だちからは，かかる訴えは決して声高くはない。むし

ろかれらは，おそらくは，ある種の集合的欲求の一層の充足を弁護するで

あろう。さてこの場合には，相対的租税分配自体の経験的変更というもの

が，適切とはならないであろうか？　そうである，とザックスは後に率直

にみとめている。　しかしザックスは，だまされて損をしている階級が，か

れらの利益を守りうる手段については，-かの「必ずやおこる反抗」へ

の示唆以外にはｰなにものをも示してはいないのだ。ザックスは何度

も，「租税調達を疋倒的に被支配者国民階級に負担させようと努力するよ

うな，支配者国民層の階級エゴイズム」〔ザックス，前掲書, 521ページ，

ほか〕を非難してはいる。　しかし，エゴイズムはいずれにしても，即座に

は一掃しえないし，厳密に考えれば，それは若干ょい面さえも，おそらく

は備えている。よって私には，あたかも真の財政権は，まさに次の点に存

するにちがいないょうに思われる。すなわち，あらゆる階級利益にできる
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限りの広い余地を，できる限りの自由な活動というものを，ゆるすことに

よって，エゴイズムを，租税においてはできる限り無害なものとするこ

と，これである。

　ところで，相対的租税分配に関していうならば，その算定にたいする

ザックスの一般的理由づけは，彼の著作のかなり弱い部分に属するであろ

う。既述のようにザックスは，単純に次のように主張している1）。すなわ

ち，さまざまな経済主体は，「多様な欲求に，それゆえ，集合的欲求に

も……」かれらの「財貨保有高に比例して……，さまざまな数量の財貨単

位をふり向けようとする」，と。集合的給付の享受へのョリ高い分け前と

いうものが，その給付の費用への分担分の増大と結びつくことになるや否

や，確かにこれは，自明のことであろう。その費用が，手数料ないし公定

料金で充足される，公共財die offentlichenGuter のようなケースがこれで

ある。

　手数料や公定料金による充足が適切とはならないようなケースを考えて

みよう。この場合には，明らかに次のようにいうことができよう。すなわ

ち，ョリ富裕な人々は，各人に同一分量であるべき欲求充足というものに

たいし，必要とあれば，あまりよい境遇ではない人々よりも，ョリ高い価

格を支払おうとするであろう。そうしなければ，これを全く入手しえない

場合には。　しかし，たとえ非常に「事態の正しい認識」をしていたとして

さえもＪかれらがこれを，自発的に「経済的に」おこなうであろうとは，

主張されえないであろう。集合的欲求に関しても，また個人欲求に関して

も。後者が普遍的な現象である場合，換言すれば，ョリ富裕な人々にたい

して，享受財の価格が，つねにかれら自身の「周期的に更新される財貨保

有高」と比例しているとしよう。この場合には（しばしば述べたように），貧

富間の区別は本来なくなる。そして個々の経済主体にとっては，所得獲得

の多少は，全くどうでもよいことになってしまうであろう。
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　ザッタスの基本的思考の道すじは，かくして，この点において通常の均

等犠牲説と完全に合致する。彼はこれを自らは容認せずノ

価値理論」を基礎に，ョリ高い洞察というものに到達した，と称するので

あるが。

　しかしまた，こうしてザックスは，彼の熱望した目標に，いうならば一

般的累進税の擁護に，主として論理的違反のたすけで到達することになっ

た。ザックスは，（〔前掲書,〕508ページ〔以下〕で）次のように述べている。

　　「〔課税の〕厳格な比例性は，欲求知覚の強度が，経済主体の財貨保有高

が増加するのと厳密に同じ割合で，順次低減することを前提とするであろ

う。その結果，さまざまな私経済が，ないしは一私経済がさまざまな期間

に，使いうる財貨単位数の逆比が，ときどきの財貨の規模によって価値を

決定する，その欲求の強度1）の比を同時に表すことを前提とするであろう。

その意味する所を別の形で表現しよう。さまざまな欲求が，その強度に比

例して一つの単位に換算されるとする。たとえば，ある他の欲求の‰の

強度をもった10の〔違う種類の〕欲求が，いま考えた欲求の１単位と同じ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●に扱えるものとしよう。この場合には，財貨保有高に厳密に比例して増大

する，〔欲求充足の〕ある総計が，帰結されざるをえないことになるであろ

う。　しかしこれは事実ではない。その総計は，財貨保有高に比例せず，ョ

リゆるやかにしか増加しないのである」。

　言葉にそもそも意味というものを，付そうとしたとしよう。すると，（私

が）強調した〔傍点を付した〕上の言葉は，「別の形で表現しよう」の語で

導かれているにもかかわらず，その前の所と全く別のことを述べているこ

とになる。　しかもこれは，全く根拠薄弱なる主張というものを含んでいる

のである。これらのことに，読者は疑いもなく，ただちに気づかれるであ
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ろう。限界的に充足すべき欲求の強度が，そのときどきにおいて，ある一

定期間の消費のために使いうる所得量に，厳密に反比例するとしよう。

－－これは，周知のように，すでに〔バーゼルの数学者〕ダュエル・ベル

ヌリDaniel Bernoulli,1700-1782および〔フランスの数学者〕ラプラス

Pierre Simon Laplace, 1749-1827によってもなされた仮定である91）-。

この場合には，欲求充足の総量は，断じて所得と同じ割合では増大しない

であろう。むしろ，はるかにゆるやかに，それも所得の対数に比例した形

での増大となるであろう。一言葉をかえよう。所得が（一定額以上で）数

1 , 2 , 4 , 8 , 16, 32,等々のように，幾何数列〔等比数列〕の形で増

大するとしよう。この場合，欲求充足の総計は，数1, 1.1, 1.2, 1.3,

1.4, 1.5,等々といったように，算術数列〔等差数列〕の形で増大するで

あろう゛2）。しかしこの仮定は，課税の厳格なる比例性の前提であろう゛3）。

欲求強度の単なる低減から，累進税を導きだすためには，さらに，いま述
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　このことは積分を用いずに，次のように考えることもできる。上の図のよ

うに底辺の長さがｚo，言ご?，言づ諮，･……である長方形の列をつくる。

これらの面積は，最初のそれｶ４で，２番目からはすべてｰ}である。した

がって，これらの(無限箇の)長方形の面積の和は，無限大である。

　それゆえ，なんらかの工夫をおこなって(たとえば,本節末尾の付録, 108

(173)ページを参照)，所得ｚoにたいする欲求充足の有限な総量Soが算出し

えたことにする。このとき，所得をｚoからそのα倍であるαｚoに増加させ

てみよう。欲求充足の総量の増加量は

となってしまう。

である（すなわち，ヴィクセルの本文は，厳密には，欲求充足の増加量は，

所得の増加率の対数に比例して増大する，というべきであろう）。

　したがって，αが１から2, 2＼ 2＼･‥‥‥，（ヱが,Ｚ･oから2:co, 2'-x^, 2^x0,

……）と等比数列的に増加するとき，欲求充足の総量の増加量は, ^log 2，

ゐlog 2≒^log 23，･……，つまり，総量自体は, OO, Oo十みlog 2，So＋2ゐlog 2，

So＋3ゐlog 2， ･……のように等差数列的にしか増加しない（本文に見られる

ヴィクセルの例は, 5o=l, k =言とした数字である）。
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べた欲求強度の低減の度合いもまた，実際には非常に速いものであること

が，証明できなければならないであろう（本節の終りにある付録，並びに前述

のザックスの誤りを全くもたない，ローべルト・マイヤーのこれに関する卓越した

論述1）を参照のこと）。

　さて，ザックスももちろん，かかる証明を後にあたえようと試みた。　し

かし，ついで彼が特定の額の所得のもとでの租税累進の打ち切りを正当づ

けようとするとき，同じ思いちがいをくりかえすのである。ザックスは

（〔前掲書,〕511ページで）次のようにいう。

　　（さまざまな個人欲求の）「強度低減の累進性は，一定限界内においての

み，みとめることができる。　しかし，ひとたび絶対的に非常に低い強度の

欲求に到達すると，これ以上の等級づけは，ただそれ自体，測ることが不

可能なほどの，非常にわずかな差を生ぜしめうるにすぎないのである。こ

こでは欲求強度の低減は，実際的には静止状態に到達する。ここからは，

すべての欲求は等しくわずかな強度であり，したがって，実際的には同じ

に見えてくるからである」，と。

　精密科学とひとたび取り組んだ人には，かかる主張というものは，若干

奇妙な印象をあたえるであろう。これはある物理学者が，（たとえば，１ミ

リの数千分の１もの大きさの光波の長さのような）１ミリ以下のすべての長さ

は，「すべて同じようにごく短い長さである。それゆえに，実際的には同

じ」である，と保証したようなものであろう。-いうまでもなく，最高

強度の基本的欲求との比較では，かかる自由な，かなり高級な欲求は，あ

る特定の関連において，「同じようにわずかな強度」と見なされ，また取り

扱われてもよいかも知れない。　しかし，これら低い強度のものが，互いに

比較さるべき場合には，徹頭徹尾そうではないのだ。

　しかし，ここでザックスがたとえ正しかったとして私人はここから，
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明らかにザックスが想像したのとは，全く別の帰結というものに到達する

であろう。この場合には，単に租税の累進が〔所得の〕ある一定の高さ

で，打ち切られざるをえないだけではない。単純な比例性さえも，全く保

持しえないようにもなるであろう。むしろ，この場合，それは一定の所得

額で，まずは逆進Regressionに，次いで〔所得額の一層の増大につれて，

同じく一種のかなり強度な逆進税率ともいえる〕定額の公課にさえも，移

行せざるをえないようになるであろう。それゆえ，租税というものは，所

得上昇にともなって漸次（累進とは逆の）逆進的となり，そしてついには，

ある一定の所得額のもとで人頭税的〔定額〕公課に変ってしまう。-こ

れがザックスの諸前提の，奇妙ではあるが論理的帰結であろう。

　この全問題は，大部分純粋に数学的な問題というものである。実際この

問題は，すでに何度も，とくに最近よくおこなわれているように，数学的

形式で論ぜられるのが最善であろう。〔本論考の〕主たる研究の進行を，あ

まりにもひどく阻みすぎないよう，やはり私は，本節末尾の付録におけ

る，これに関する若干の論述を，参照してもらいたいと思う。この付録で

は,若干異った基本見解から出発したものではあるが, 2, 3のオランダ人

著作家たちの，この種の理論についても論評するつもりである。
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　で増大する，ということである。むしろ彼は，単純に次の主張を開陳するのであ

　る。すなわち，「欲求の強度低減と，したがって価値額の減少は，ある特定の点ま

　では，対応する財貨量〔（所得）の増大〕よりも，ョリ急速に進行する」〔前掲論

　文，93ページ〕，と。

　　たしかに，ザックスの議論についてのわれわれの論評は，これによって形の上

　では無力なものとなるであろう。どの程度まで，ザックスのこの新しい主張自体

　が容認されうるかについては，後に研究するつもりである（本節末尾の付録を参

　照）。

　　ところで，彼自身の解明方法と，通常の犠牲説との間に存すると彼が主張す

　る，大きな差異は，ザックスの最新の論述によっても，この点に関しては，私に

　は明らかになりそうもない。ザックスによれば，全課税がその核心においてin

　nuce含んでおるべき合言葉は,いまや「それぞれの租税給付は等価Aequivalent

　であるべきである」〔前掲論文，90ペーシ〕，ということであった。しかし，ザッ

　クスが（ヴィーザーFriedrich von Wieser, 1851-1926に反対して）明瞭に強調し

　たように，この等価は，ザックスによれば，その国家給付の（個人的）価値と

　は，なんらの関連も表すべきではないのだ。それゆえに，この等価は，租税給付

　自体の主観価値の均等，すなわち，生じた犠牲の均等とは別のなにものかを，意

　味しうるのであろうか？　別の解釈の試みというものは，私にはストレートにミ

　ステリーヘと，つれてゆかれるように思われる。

　既述の論評をもって，ザックスの労作の価値を引きさげようとするの

は，私の本意では決してなかった。私見によれば，ザックスの主要な功績

は，依然として次の点に存する。すなわち，彼が国家経済的問題でも，本

質的な経済性を鋭く強調することによって，断乎として，研究の正しい道

を示した点にある。また，他の著作家たちとの彼の論戦は，しばしば，思

慮深さと思考のシャープさとで傑出していた。　しかしながら，取り扱った

課題の，明確な，実際に使用できるような解決というものを，彼が成就し

たとは，上述の諸理由から，やはり私は，みとめることができないのであ

る。

　　　　　　　　　　　　　－122（159）－



　さて，マッツオーラの業績と取り組むことにしよう。マッツオーラの業

績は，ザックスおよびそのイタリアでの追随者であるリッカーサレルノ

Giuseppe Ricca-Salerno, 1849-1912にたいする，彼の活溌な論争にもかか

わらず，根本的に考えると，同じ指導的観点から出発したものであった。

しかも残念ながら，その諸帰結においても，はるかに遠くまで分け入った

というほどのものではなかった。　しかし他方，大部分はザックスの労作と

同じように明晰かつ刺戟的に書かれてはいるのたが，その冗長さと乱雑な

書き方にょって，うんざりさせられるのである。

　マッツオーラで特徴的なことは，公共財を，ただ個人的生活諸目的と個

人的諸欲求との充足のための手段，とのみ見なす見解である。彼は国家の

活動を，単に分業と協業の見地からのみ把握する。私見にょれば，マッツ

オーラはだいたい，次の見解にたいし適切に論駁している。すなわち，一

方では，（ザックスとともに）総体を，個人と並び，また個人をこえた，なに

か固有の「かなり高い」諸目的をもった存在と見なす，いわゆる有機的国

家観の極端派〔の見解〕にたいして。一目的という概念は，〔彼のいうと

おり〕確かに「ただ個人にあってのみ感ぜられる，ある刺戟，ある好悪の

感覚を前提としている」（〔マッツオーラ，前掲書,〕44ページ）のだｰ。他方

では，人間の欲求はその本質にもとづいて，個人欲求と集合的欲求との，

二つの根本的に異なるグループに分かれている。そして，その一つは私経

済にょって，もう一つは国家経済にょって充足される，というザックスお

よびリッカーサレルノの主張する見解にたいして。

　しかるに，マッツオーラにょれば，あらゆる人間の欲求は，実につねに

個人にょって知覚されるものであり，究極においては個人の幸福に向けら

れている。それゆえ，あらゆる欲求は根本的には，食べ物や飲み物への欲

求と同じく，あくまで個人的なものである。個人の欲求充足が，どこまで

個人の単独活動にょっておこなわれるのか，ないしは，同時に国家の協力

をも要請するのか。マッツオーラにょれば，これは欲求自体に内在する特
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性によるのではない。むしろ，単に欲求充足の外的諸条件によるのである。

言葉をかえよう。国家活動は，個人消費と並ぶある特殊な種類の国民経済

的消費と見なすべきではない。むしろそれは，私経済的生産との協同で，

個人的財貨を，個人欲求の充足を，その唯一の生産物として，えようとつ

とめる，一つの生産と見なすべきものである。

　私としては，いまあげたマッツオーラの見解にあらわれているリアリズ

ムを，だいたいにおいて健全かつ結構なことだ，と称したいと思う。だ

が，彼はこの点で，財政学の問題を若干単純にすぎた形で形成しようとつ

とめた，と私は思っている。これを彼の体系に，いかに適合させうるであ

ろうか，私にはわからない，少なくとも一つの公共経費のカテゴリーが

一一しかも残念ながら，今日では非常に重要なカテゴリーが一存在して

いる。注意すべきことには，マッツオーラは，このカテゴリー〔の経費〕

を，どこでも考察しなかったのである。一殆どすべての国で，国債利払

いのために年々支払われざるをえない，巨額な貨幣額のことを私は考えて

いるのだ。

　国債利払い費も，国家によって国債が引き受けられたときには，おそら

く，すべての，それも現在および将来の，国家構成員の福祉と関連あるよ

うに思える諸給付にたいする対価として成立した，と。もちろん，このよ

うにいうこともできよう。しかし，利払い費がすでに存在しているとしよ

う。この場合には，この経費はもはや，この給付があれこれの市民同胞に

用意している，あるいは用意した効用にもとづいて，ないしは，ただ効用

のみにもとづいて，存在しているのではない。むしろ国家の義務にもとづ

いて存在しているのである。国家は，そもそも契約にもとづく義務の履行

をチェックすべき任務をもつのと同じように，国家はこの義務をも履行せ

ざるをえないのである。この対象には後に立ちもどるであろう。

　さてしかし，マッツオーラは最後に「公共財の価格」の決定根拠を探究

することに移行する。すなわち，一方では諸租税の額と，他方では，公共
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給付が個々の貢納者たちにあたえる効用，との関連を探究することに移行

するのである。-この場合に，注意深い読者は，マッツオーラ自身，彼

が証明したいと思うことについて，殆ど全くなにも決着をつけなかったこ

とを，見逃さないであろう。すでに何度も言及した書評において，カイッ

ルは適切にも次のように述べている。すなわち，「公共財の限界効用は，つ

ねにその価格と一致する」というマッツオーラの著作の主要命題は，マッ

ツオーラがこれを財政学的法則として考えたのか。あるいは財政政策的

公準として考えたのか。それはわからない，と〔前掲書評，92ページ〕。そ

れも私見によれば，かかる曖昧さは，表現の仕方の不明瞭さといったもの

にあるのではない。むしろこの書物の，中心思想自体の不明瞭さに存する

のである。実際マッツオーラは，数ページにも亘って，公共財の価格と限

界効用との均等が，あたかもおのずからつくりだされざるをえない，と

いった理屈をこねている。そして最後に（〔マッツオーラ，前掲書,〕170ページ

で），彼は，これに関する彼の研究を，これ以上なにも望むべきものが残さ

れていないと思われるほどの明瞭さと確実さをもつ，次の言葉で総括して

いる。

　　「要約しよう。たとえ欲求の状態，また各人がその充足に使用できる財

貨量の状態がどうであろうとも，たとえ市場でのその価格の変動がどうで

あれ，また，希求している財貨の限界効用とその価格との関連がどうであ

ろうとも，以下のようにいえるであろう。すなわち，公共財の限界効用

●　　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●は，つねにその価格に等しい，と。つまり，あるいは，ある（個人的）」「欲

求の充足が全くおこらず，したがって，基本的欲求が充足されないままな

ので，集合的」，（それゆえ，マツツオーラの見解を反映した，ないしは彼の見解

から導きだされた，〔個人的欲求充足のための〕補完的〔公的Ｄ「欲求があらわれ

てこない，こともありえよう。ないしは，しかしなんらかの欲求充足が実

現されるとしよう。この場合には，その欲求充足は，つねに公共財のある

特定量の享受(dal godimento)に条件づけられ，したがって，公共財の限界
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効用は，その価格と等置されざるをえないのである」1）。

　人はこれ以上明瞭には語りえないであろう。　しかし，この理論，マッツ

オーラのいわゆる「財政経済の最高法則」legge suprema dell'economia

finanziariaは，経験の結果とはあまりよくは合致しない。つまり，手数料

原則ないし公定料金原則によっては充足しえない，すべての公共経費に関

しては，そうである。個人の私的資金がその〔個人的〕欲求充足をゆるさ

ないが，だがそれに支払う必要があるような場合に，公共財が「あらわれ

てこない」とは，もちろんいってよい。租税徴収者は，公共財のあれこれ

の「享受」が実際にあらわれるか否かの議論には，引き入れられたくはな

い，と思うであろう。

　ところで，はやくも2，3ページ先の所で，おそらくは若干一般的にす

ぎた発言をしたのではないかと，この著者は心配をはじめている。彼は

（〔マッツオーラ，前掲書,〕173ページで），彼の言葉が次のように誤って解釈さ

れることにたいして，警告しているのである。すなわち，あたかも彼が，

「非常に不均等で公正でもない，あらゆる租税といえども，なにか知られ

ざる自然の治癒力の作用によって，おのずから均等かつ公正なものとな

る，といった旧い誤った原則に与している」かのように誤解されることに

たいしてである。マッツオーラによって定立された原則は，むしろ「もう
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●　●　●　　　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●一つの，以前に展開されている最大可能な効用の原則の」同時的な「活動

を前提としている。もし，この明白な法則が有効であるべきであるなら

ば，それぞれの私経済(ogni economia)が，手許にある財貨準備を，最大可

能な欲求充足が成立するように，分配できることが必要であろう。このた

めには，分配がおこなわれた後には，さまざまな」（欲求充足目的に使用され

ているそれぞれの）「財貨量の限界効用がどこでも均等である，ということ

が財貨準備の側で要請される」，と。

　彼は続げる。「したがって，われわれは，この傾向の傍らには，強制も過

誤も阻害原因(cause perturbatrici)としてはあらわれない，ということを前

提とする」，と。

　かくして結局，財政〔学〕的「法則」は次のような財政政策的公準に変

えられることにすらなる。すなわち，もし納税者各人が自分の財貨手持ち

を，最大可能な効用が取得できるように，公・私両目的に分配することに

成功するならば，租税賦課は公正であり，強制も過誤もなしにおこなわれ

るであろう，と。

　ひとりマッツオーラ自身のみではなく，私の見知る限り，彼の批判者で

あるカイッルもまた，かかる要請が本来意味のないものであることに，気

づいていたようには思えない。

　個々人がその貨幣を，彼にとって個人的に最大可能な満足となるよう

に，公・私両経費に使うとしよう。その場合には，その人は，（少なくとも

手数料や公定料金を無視するときには），公共的諸目的のためには，明らかに

ビタ一文も，支払わないようになるであろう。個人が多く支払おうと少な

く支払おうと，これはだいたい，国家給付の範囲にごくわずかしか，影響

をおょぼさない。それゆえ，その個人自身はその影響について，全く感知

しえないも同然だからである。　しかしながら，もしすべての人が公共目的

のためには，ビター文も支払わないようにするならば，国家はやがて機能

することをやめざるをえなくなるであろう。国家給付の，（マッツオーラの
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公共財の），個々人にとっての効用と限界効用とは，それゆえ，その他のす

べての国家構成員たちが，これにたいしてどれほどを支払うかに，明らか

に最高度に依存してはいる。　しかし，その個人自身がどれほどを支払うか

には，全く依存していないも同然なのである。

　この異論もまた，非常に些細なものと思われるかも知れない。しかし，

もしマッツオーラのような議論をするとき，いかにしてこの異論が回避さ

れるのか，私には明白ではない。あれこれの国家経済部門の，それぞれの

拡大は，しかしながら，個人的生活諸目的の助成にとって，ある一定の効

用を各個人に約束するであろう。-その目的が純粋に利己的な種類のも

のであれ，利他的・同感的種類のものであれｰ。この効用は，その個人

にたいするこの活動の限界効用として，適切に表現されうる。そして経済

性の要請が，その限界効用と，そのために支払われる価格（当該租税部分）

との間の，均等を付随的に必要とするということは正しい。均等ではない

場合には，個々人の立場からは，問題になっている公共給付の，したがっ

てそのための経費の，制限というもの，ないしはもう一度の拡大というも

のが，望ましいと思われるにちがいないのである。

　しかし，現実の給付範囲については，明らかに個々人の側の，それにつ

いての価値評価ではなく，総体のすべての，（少なくとも？すべての投票権の

ある）構成員の価値評価が，これを決定するのである。公共財の限界効用

と価格との間の均等をつくりだすことは，かくて，個々の個人の仕事であ

ることは不可能であろう。むしろ，個人とその他のすべての個人（ないしは

その代弁人たち）との間の，合議から生ぜざるをえない。　しかし，この均等

目標が現実に達成されるような合議は，どうおこなうべきであろうか？

これについては，マッツオーラは，ただの一言も発してはいない。だがこ

れは，私見にょれば，まさに決定すべき問題であろう。それゆえ，マッツ

オーラの研究の最終結果は，かなり貧弱なものである，と私は称したいと

思う。
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　にもかかわらず，私見によれば，マッツオーラも，またザックスも，た

だ不明瞭に思い浮べたにすぎないその思考行程は，真理の一つの核心を含

むものである。そしてこの真理の核心たるべき思考行程は，財政学の理論

と実際にとって，真に稔り豊かな仕方で展開させられるであろう。私はこ

う確信しているのである。だが私は，このことを示すことができるよう，

〔次節以降では〕まず問題自体に，あまり抽象的ではない，具体的現実にヨ

リ対応した形式をあたえるべく，つとめなければならない。

S｡160　　　付　録

　　　　　　　累進税の理論のために(〔原著,〕95ページを参照)

　　　　　　　さまざまな人が(ないしは同―人がさまざまな時点で)，たとえば１年間と

　　　　　　いった，ある一定期間にえた所得量を，曲線の横座標にとろう。その縦座標は，

　　　　　　｢限界の｣，すなわち，最も緊急度の低い欲求の強度を示すことにしよう。この欲

　　　　　　求とは，その年所得額のもとで，なお経済的にｰそれも，たとえば１マルクと

　　　　　　いった，ある一定の，つねに等しい貨幣額の犠牲のもとで一充足されてよい欲

　　　　　　求なのである1)。

　　　　　　そうすると，明らかに横座標軸と二つの縦座標〔軸に平行な直線〕，および曲線

　　　　　　自体で囲まれた，各台形の面積は，次のような享受の総計を示すことになる。す

　　　　　　なわち，その所得が，その横座標の小さな方で示される額から，その横座標の大
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きい方で示された額へと増大する，ある人間にたいして，彼の年間消費で，以前

にえていた享受をこえて，あたえることができる享受の総計である1）。

　しかし同じく，この面積は，その人の所得が�たとえばある租税によって

一上述二つの額の内，大きなものから小さなものへと削減されたときに，彼が

被らねばならない経済的犠牲を表現している。小さい方の所得額が気位Iマル

ク），大きい方がJ2で示され，対応する縦座標3'i. yiは，そのときどきの限界の

（１マルクによって充足さるべき）欲求の強度を示すものとしよう。すると，この

享受の増大，ないしはこの犠牲は，おおよそ面積

によって，あるいは厳密には，定積分

で表現される。ただし, 3'=/(:r)は曲線の方程式を表す。

　限界的欲求の強度は，「経済主体の財貨保有高（すなわち，彼の所得）が増加す

るのと厳密に同じ割合で，順次低減する」（ザックス〔前掲書, 508ページＤと仮

定しよう。-これは実際に，Ｄ.ベルヌリやラプラスがおこなった仮定なので

ある〔本文, 126(155)ページの訳注1）を参照〕-。すると，明らかにこの曲線
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　さてしかし，いまや上でおこなった前提の内に，ザックスもこれをみとめ〔本

文, 127(154)ページを参照〕，また容易に証明もできるように，はじめて租税の

｢厳格な比例性｣の基礎づけが存するのである“3)。一全問題が，均等主観犠牲

説によって決定しうる，その限りでのことではある。私見によれば，この点で

は，ザックス独自の理論は，均等主観犠牲説と全く合致する。この場合，累進税

というものを正当化するためには，かくてむしろ，欲求の強度の低減が，いま前

S. 162
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提したものよりも，実際にはもっと急激なことが証明されねぼならないであろう。

さてこれは，実際2，3の正当性をもって主張されうるように思われる。

　第１に，そしてとりわけ，この〔限界的欲求の強度が所得に反比例するという

前提が成立しない〕ことは，絶対的最低生存費にしか到達していない所得額に関

して，妥当する。ここでは，欲求強度の変化というものは，本来もはや問題とは

なりえない。ある個人ないしは家族の，絶対不可欠な生計の一部分を取りさるこ

と自体，実にその全体を取りさること，いうならぼ，それらの人々の，すぐさま

な死と同じ結果をもつであろうからである。したがって，座標の原点近くにおい

ては，われわれの生活享受曲線は，そもそも存在しない。むしろこの曲線は，原

点から最低生存費に対応するある距離をおいて，はじめてはじまるのである（た

とえば，この曲線が，この距離をおいて，縦座標軸に平行に引かれた直線に，漸

近的に近づくか，その直線に変るかすることによって）。

　しかしながら，非常に巨額な所得の側からも，同じ〔く，上の前提が成立しな

い〕ことが，妥当するであろう。

　なされた仮定によれば，欲求充足の増加〔量〕は，実に最終的には，あらゆる

限界をこえて増大するであろうI）（双曲線と〔縦・横〕座標軸のどちらとの間の面

積も，任意の縦座標〔軸に平行な直線〕から計算して，周知のように無限大の大

きさである）“。しかるに一方，次のことほど確実なことはない。すなわち，最も

基本的な欲求がひとたび充足された後，物的享受ないしは，貨幣によって手にし

うべきその他の享受をとおして，なお達成される，人間の生活上の幸福の増大

は，それぞれのあたえられた期間では，あるかなり狭く限られた量であること，
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　ただし，αは最低生存費，μはある正数を表す。ここでれか，たとえば0.1,

0.01,等々のように，非常に小さいとしよう。この場合には，成立する租税累進

　左側の面積については，本文, 126(155)ページ以下の訳注2)を参照されたい。

　これらについての，積分によらない証明に関しても，同じ訳注のそれを参考にされた

い。
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S. 163 　しかしながら，これをもって，上述のタイプのいずれかの曲線というものが，

充分厳密に現実に対応しているであろう，とは決していってはいない。まして

や，こうしてえられた累進が，均等犠牲の視点から見ても正当なものである，と

はいっていないのである。いな，この推論は，とりわけ，次のことを前提として

いる。すなわち，たとえ非常に巨額なものであろうとも，人の所得は，ただ私経

済的に利己的な仕方で，彼自身やその家族，等々によって消費される。それゆ

え，所得のかなり大きな部分が，利他的ないしは公益的な目的のために使われる

ことは，どのみち，決してないであろうこと，これである。だが，このことは，

あまり規準とは見なされてならないことではあろう。

　コーエン・ストゥーアルトの労作『累進所得課税理論のための論考』1889年

Arnold Jacob Cohen Stuart 1855-1921, Bijdrage tot de theorie der progressieve

inkomstenbelasting, Den Haag, 1889｡は，非常に興味ある著作ではあるが，残念

ながらオランダ語で書かれている。この著作においては，総じて最近のオランダ

の著作家たちのケースと同じように，犠牲原則は次のような意味に理解されてい

る。すなわち，各人は彼に可能な享受総計から，同じ割合Quoteを納付すべきで

ある，と。もちろん，その他の事情にして等しければ，これは，上述した全員へ

の均等主観的享受犠牲の要請よりも，はるかに強度の累進を招来することになる

であろう1）四1）。
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　にもかかわらず，私の見るところでは，総生活享受の総計は，そもそも算定し

えない量である，という真剣な異論が，とりわけここで成立する。容認しうる結

末に到達するために，実際にコーエン・ストゥーアルトは次のような手順をふん

だ。すなわち，彼は最低生存費によってすでに確保されている，最も基本的な欲

求充足を，享受総計から単純に除外するのである。それも，生活そのものは，生

活享受の内に含められてはならないがゆえに，それを含めた計算は，重複計算と

なるであろうという，おそらくは若干大胆な主張のもとに，そうしたのである1)。

となる。すなわち，ｒはＪに無関係に，ｓのみによって決まる値となり，比例税となる。

したがって，税の累進は生じないことになる。

　もちろん，コーエン・ストゥーアルトの原典に接しえた後には，この訳注は改める必

要が生ずるかも知れない。

－108(173)－



S. 164

　さて，どうであれ，とにかく私見によれば，犠牲説がどのような形態をとろう

ともｊこの説にたいする主要な反論は，なおつねに次の点に存し続ける。すなわ

ち，犠牲説が租税分配の問題を，なさるべき国家経費支出の意味ないし重みと

の，あらゆる関連から恣意的に解放してしまう，という点がこれである。この場

合には，あるいは，全種類の国家活動を等しく不可避的なものである，と見なさ

ざるをえないであろう。そしてこれは，すべての可能な予算請求は無造作に承認

さるべし，という有難い帰結に到達させることになるであろう。もしくは，同じ

〔秤量〕操作を個人に関しておこなうことなしに，この経費の総体にとっての重

要性を探究する。そしてこれと，必要とされる総犠牲との秤量をなすこと，が可

能であると（ワーグナーとともに）考えざるをえないかである。-このこと

は，私には絶対に考えられないことのように思われる。

　これにたいし，たとえそれが非常に欠陥のある個々人の私的判断といえども，

人がその国家給付の，彼にとっての，（語の最広義での）重要性についての判断を

課税の基礎とするとしよう。この場合には，実質的にはあらゆる先験的な租税分

配理論を拒否することになる。かくして租税分配は，単純に総経費協賛審理の帰

結として姿をあらわすであろう。

　純粋価値理論的な点においては，この後者の方法は，そもそも，さまざまな

人々の主観的価値評価をではなく，むしろ，同一の人間の諸主観的価値評価を，

－107(174)一



互いに比較するだけでよい，という長所をもっている。前者は圧倒的に困難で，

厳格に考えると解決不可能な課題というものでさえある。これにたいして後者

は，各人がその生活のそれぞれの瞬間において，やむをえず，ある程度解決して

いるような課題なのである。
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